
:　　　　　　

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

株式会社　宮城県食肉流通公社

宣言日

事　業　場　名　　　

SafeworK 向上宣言
すべての従業員及び協力会社、並びに取引先
の皆様が健康で安全に働ける職場づくりに取
り組みます。

令和4年5月25日

【実施事項】
１ 危険個所を確認し全従業員に周知徹底することで

無事故・無災害を目指します。

２ 安全衛生委員会で労働災害の報告と研究をおこな

い、再発防止に努める。

３ 雇い入れ時や作業変更時の教育の徹底やヒヤリハ

ットの吸い上げをおこない安全意識の高揚を図る。

４ 安全衛生委員会において長時間労働者及びメンタ

ル不調者の把握に努め全従業員の健康管理の徹底

を図る。


